
 
 

連載 『会社の登記と司法書士』 

 第９回 公告の方法と登記について  

 今月は『会社の登記と司法書士』（執筆担当：司法書士 丸山主税）の第９回です。 
決算期を迎える企業の多いこの時期ですが、私達の業務でも比較的よく関わるのが公告手続です。 
会社法では、一定の場合に公告をすべき義務が定められており、その公告方法は登記事項にもな

っております。普段あまり見直す機会のない登記事項ではありますが、実際の運用場面に照らし、

改めて会社が行うべき公告とその手段についてご紹介させていただきます。 

 

１．会社が行うべき公告の種類とは 

 公告の中でも馴染みのあるものとしては、毎年の定時株主総会後に行う決算公告ですが、他に

も会社法で定める公告には、重要な影響を与える行為をする場合、債権者や株主が会社に対して

異議申出や権利行使する機会を持たせるために、行うべきものなどが規定されております。 

 その種類は大別すると、以下の３つに分けることができます。 

（１）債権者に向けたもの（ex：合併、会社分割、減資、解散など） 

（２）株主に向けたもの（ex：基準日の設定、株券提出、その他通知に代わる公告） 

（３）決算公告（※公告義務があるのは株式会社のみ） 

 

２．会社法が定める公告方法とは 

 現在、公告方法として認められているものとしては、以下のものがあります。中小企業の多く

で実際に採用されているのは、官報または日刊新聞への掲載による公告ですが、平成１７年より

新たに導入された電子公告についても、近年のインターネットの普及とともに、上場会社のみな

らず、自社ＨＰを活用する会社が徐々に増えているのではないでしょうか。 

 公告の方法は、定款の必要的記載事項ではありませんが、定款に定めのない場合は、（１）の

官報に掲載する方法により公告をすることになります。 

 また、会社法で規定された１．（１）の公告は、定款上の公告方法の定めにかかわらず、

必ず「官報」に掲載をしなければなりません。 

（１）官報に掲載する 

（２）時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する 

（３）電子公告（インターネット上のウェブサイトのＵＲＬを登記します。） 

 上記３つのコストや利便性を比較して、それぞれの会社の現状や目的に照らし、最適なものを

選択できるとよいでしょう。 
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～電子公告の特徴～ 

☑ 公告方法を電子公告と定めた場合には、予備的な公告方法として（１）または（２）の 

 方法を定めることもできます。 

☑（１）又は（２）の公告方法を採っている場合でも、決算公告のみを電子公告で行うこと 

 とすることが可能です。 

☑ 決算公告を除いて、公告期間中は、電子公告調査機関による調査を受ける必要があります。 

☑ 官報または日刊新聞紙による決算公告の場合には、貸借対照表の要旨の掲載で足りますが、 

 電子公告の場合には、貸借対照表の内容の全部を５年間公告しなければなりません。 

  

３．債権者への個別催告の省略について（二重公告） 

 １．（１）の公告が必要な手続については、公告と合わせて債権者に対して個別に「催告書」

を送付すべきものとされております。しかしながら、２．（２）（３）の公告方法を採っている

会社の場合は、当該公告と官報公告をどちらも行うことで、債権者への個別催告を省略すること

ができます（二重公告と呼ばれます）。 

 債権者の数が多い会社の場合や、事務手続の負担を軽減したい場合など、実務上、この方法を

採るケースは少なくありません。 

 二重公告によって手続を進めたいが、その時点で公告方法が官報となっている場合には、まず、

公告方法の変更手続きを行うことになります。 

 

４．公告方法の変更の手続 

 公告方法は定款の記載事項となっていますので、株主総会の特別決議による定款変更が必要と

なります。また、他の登記事項の変更と同様、２週間以内に登記をしなければなりません。 

 また、変更後の方法による公告は、登記がされた後に行われる必要があると考えられますので、

実際に手続のスケジュールを立てる際には十分注意を要します。 
（文責 ： 司法書士 丸山 主税） 

 

 

当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 

貸借対照表に係る情報を受けるために必要な事項 

http://www.XXXXXX.com/ 

当会社の公告は、電子公告の方法により行う。 

http://www.XXXXXX.com/ 

当社の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が

生じた場合には、官報に掲載してする。 



 

 

 本レポートは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については各々固有・格別の事情・

状況に応じた適切な助言を求めていただく必要がございます。また、本稿に記載の見解は執筆担当者

の個人的な見解であり、当法人若しくは当グループ又は当法人のクライアントの見解ではありませ

ん。 

 PLUS Report では、本誌をより充実させ皆様に有益な情報を発信していくため、皆様のご意見・ご
感想をお待ちしております。採りあげますテーマなどお気軽にご意見やご要望をお寄せ頂けましたら

幸いです（PLUS Report 事務局 plus-report@plus-office.com） 

 

（お問合せ先） プラス事務所～司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士法人～ 

            福岡オフィス  司法書士 森田良彦／司法書士・行政書士 小野絵里／司法書士 丸山主税 

東京オフィス 〒104-0031 
 東京都中央区京橋 1 丁目 1 番 1 号 八重洲ダイビル５F 
 TEL 03-3516-1447 / FAX 03-3516-1448 

佐世保オフィス 〒857-0041 
 長崎県佐世保市木場田町 1 番 1 号 松永ビル 1F 
 TEL 0956-23-5400 / FAX 0956-23-5440 

熊本オフィス 〒860-0806 
 熊本市中央区花畑町 4 番 1 号 太陽生命熊本第 2 ビル 6F 
 TEL 096-342-4300 / FAX 096-342-4302 

福岡オフィス 〒810-0001 
 福岡市中央区天神 2 丁目 14 番 8 号 福岡天神センタービル 3F 
 TEL 092-752-8266 / FAX 092-752-8267 
博多オフィス 〒812-0012 
 福岡市博多区博多駅中央街８番２７号 第１６岡部ビル 10F 
 TEL 092-461-7750 / FAX 092-461-7751 

 


